
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四日市港管理組合が発注する建設工事において、同一人
物が代表者を務める建設業者の同一入札への参加を制限
します。 

建設工事の入札に参加される皆様へ 

令和６年６月１日以降の公告案件から適用 

～お問い合わせ先～ 
四日市港管理組合 経営企画部 総務課 TEL 059-366-7009 

同一人物が代表者を務める建設業者の同一入札への参加について
は、談合等の疑念が生じる可能性があるため認めないこととします。 
以下の基準に該当する複数の建設業者が入札に参加した場合は、

競争参加資格要件を満たさないものとして取り扱います。 

１ 実施事項 
四日市港管理組合が発注する建設工事において、同一人物が代表者を務める建

設業者の同一入札への参加については、談合等の疑念が生じる可能性があるため
認めないこととします。 
同一入札に参加する複数の建設業者の関係が、２に掲げる基準（以下「基準」

という。）に該当する場合には、４のとおり取り扱うものとします。 
 
 
２ 基準 

四日市港管理組合建設工事等入札参加資格者名簿に記載された同一人物が代表
者を務めている場合。 

 
 
３ 公告への記載 

入札公告（建設工事）において、基準に該当しないことを競争参加資格要件 
として明示します。 

 
 
４ 基準に該当する場合の取り扱い 

基準に該当する複数の建設業者が入札に参加した場合は、事前条件審査に 
おいて競争参加資格要件を満たさないものとして取り扱うものとします。 

 
 

同一入札への参加制限 

四日市港管理組

合建設工事等入

札参加資格者名
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者を務めている 

 

 

【同一入札への参加が制限される関係】 

Ａ社 

代表者 三重県太郎 

Ｂ社 

代表者 三重県太郎 

Ｃ社 

代表者 県土花子 
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